


【国保】 
 

D-131 HCV 核酸定量の回数（慢性 C 型肝炎） 

 

《令和 5 年 3 月 2 日新規》  

《令和 6 年 3 月 7 日更新》  

 

○ 取扱い 

 原則として、慢性 C型肝炎に対する HCV核酸定量の回数は月に 1 回ま

で認められる。必要性があり月に 2 回算定する場合は理由の記載が必要。 

 

○ 取扱いの根拠 

 病勢の推移や治療後の経過観察、治療時期の判断のため月に 1回ウイル

ス量を把握することは妥当。 

 

○ 留意事項 

 「月 1 回」というのは、連月の算定を示しているものではない。 

 


